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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

靑
森
市
に
お
け
る
失
業
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
二
十
五
年
三
月
三
日 

衆

議
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議

長 

幣 

原 
喜 

重 

郞 
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提
出
者 

柄 

澤 
 

 

子 

一 



靑
森
市
で
は
失
業
者
の
状
態
は
極
め
て
深
刻
な
も
の
と
な
り
、
一
月
中
旬
職
業
安
定
所
で
の
登
録
労
働
者
は
一
五
〇
名
前 

後
で
あ
つ
た
の
が
、
二
月
に
入
り
一
、
二
〇
〇
名
の
失
業
者
が
押
し
か
け
、
二
月
二
日
に
は
午
前
二
時
ま
で
県
会
議
事
堂
を 

占
拠
し
、
收
拾
つ
か
ぬ
事
態
と
な
つ
た
。
政
府
は
靑
森
県
知
事
か
ら
の
陳
情
に
よ
り
、
他
県
か
ら
七
十
三
万
円
の
追
加
予
算 

を
靑
森
市
に
廻
わ
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
塗
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
右
の
金
額
で
は
僅
か
一
五
〇
名
の
失
業
者
が
三
十
七 

日
就
労
し
得
る
に
す
ぎ
な
い
。 

一 

靑
森
県
は
労
働
省
に
対
し
、
輪
番
制
で
就
労
さ
せ
て
い
て
、
完
全
就
労
さ
せ
て
い
な
い
と
報
告
（
窓
口
人
員
二
、
三
〇
〇

名
、
三
〇
○
名
ず
つ
輪
番
）
し
て
い
る
由
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
実
か
ど
う
か
。 

二 

右
が
事
実
と
す
れ
ば
、
労
働
省
当
局
が
、
し
ば
し
ば
失
業
対
策
は
充
分
で
あ
り
、
完
全
就
労
さ
せ
て
い
る
と
言
明
し
て 

い
る
こ
と
と
全
く
相
違
す
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
政
府
は
ど
う
対
処
す
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 

靑
森
市
に
お
け
る
失
業
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

、 

三 
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